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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１レンズユニットを介した光束を撮像する第１撮像部と、
　前記第１レンズユニットを介して前記第１撮像部に向かう光束に基づいた光学像をユー
ザーに提示するための接眼部と、
　第１レンズユニットを介した光束を前記第１撮像部および前記接眼部の一方に選択的に
導く可動ミラーと、
　前記第１レンズユニットとは異なる第２レンズユニットを介した光束を前記第１撮像部
とは異なる第２撮像部により撮像して生成された画像データに基づいて、前記光学像より
も広い範囲を示した画像を表示する表示部と、
　前記光学像を前記接眼部に導く第１状態と、前記画像を前記接眼部に導く第２状態とを
切り替えるとともに、前記第２状態にあるときは前記第１撮像部に光束を導く位置に前記
可動ミラーを移動させて、前記第１レンズユニットからの光束を制限する制御部と、
　を備えることを特徴とするカメラ。
【請求項２】
　第１レンズユニットを介した光束を撮像する第１撮像部と、
　前記第１レンズユニットを介して前記第１撮像部に向かう光束に基づいた光学像をユー
ザーに提示するための接眼部と、
　第１レンズユニットを介した光束を前記第１撮像部および前記接眼部の一方に選択的に
導く可動ミラーと、
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　前記第１レンズユニットとは異なる第２レンズユニットを介した光束を前記第１撮像部
とは異なる第２撮像部により撮像して生成された画像データに基づいて、前記光学像より
も広い範囲を示した画像を表示する表示部と、
　前記光学像を前記接眼部に導く第１状態と、前記画像を前記接眼部に導く第２状態とを
切り替える第１制御部と、
　前記第２状態にあるときに、前記第１撮像部に光束を導く位置に前記可動ミラーを移動
させる第１モードと、絞りを絞り込む第２モードとの一方を実行し、前記第１レンズユニ
ットからの光束を制限する第２制御部と、
　を備えることを特徴とするカメラ。
【請求項３】
　請求項２に記載のカメラにおいて、
　被写界の輝度を検出する測光部をさらに備え、
　前記第２制御部は、前記輝度が閾値以上の場合に前記第１モードを実行し、前記輝度が
閾値未満の場合に前記第２モードを実行することを特徴とするカメラ。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載のカメラにおいて、
　前記第２撮像部をさらに備えることを特徴とするカメラ。
【請求項５】
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載のカメラにおいて、
　前記第２撮像部は、外付けのカメラユニットであって、
　前記カメラユニットを連結するための取付部をさらに備えることを特徴とするカメラ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来からデジタルカメラでは、液晶モニタなどの表示装置に撮影中の画像を表示して撮
影構図を決定することが可能である。特にビデオカメラでは、記録用の撮像部とは別に、
ファインダ表示のために広角の画像を撮影する補助撮影部を設けたカメラも知られている
。なお、上記のカメラの一例として特許文献１を示す。
【特許文献１】特開平５－１４５８１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、従来の一眼レフレックス型のカメラは、撮影光路に配置される可動ミラーか
らの反射光で被写体の像を観察するＴＴＬ（Through The Lens）方式の光学ファインダを
有している。かかる光学ファインダは撮影光学系を通した被写体の状態をそのまま確認で
き、光学ファインダによる視野の範囲は撮影光学系の画角とほぼ一致する。そのため、特
に望遠撮影のように撮影光学系の画角が狭いときは、移動する被写体をユーザーが見失い
やすくなる。
【０００４】
　また、光学ファインダの接眼部から広角の電子画像を観察できるカメラでは、撮影光学
系から光学ファインダに入射する光束のオン／オフを効率的に切り替えることも要請され
る。
　本発明は上記従来技術の課題に鑑みたものである。本発明の目的は、撮影光学系からの
入射光束を効率的にオン／オフでき、かつ、光学ファインダから目を離さずに撮影光学系
よりも広範囲の被写界の状態を確認できる手段を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　第１の発明のカメラは、第１レンズユニットを介した光束を撮像する第１撮像部と、接
眼部と、可動ミラーと、表示部と、制御部とを備える。接眼部は、第１レンズユニットを
介して第１撮像部に向かう光束に基づいた光学像をユーザーに提示する。可動ミラーは、
第１レンズユニットを介した光束を第１撮像部および接眼部の一方に選択的に導く。表示
部は、第１レンズユニットとは異なる第２レンズユニットを介した光束を第１撮像部とは
異なる第２撮像部により撮像して生成された画像データに基づいて、光学像よりも広い範
囲を示した画像を表示する。制御部は、光学像を接眼部に導く第１状態と、画像を接眼部
に導く第２状態とを切り替える。また、制御部は、第２状態にあるときは第１撮像部に光
束を導く位置に可動ミラーを移動させて、第１レンズユニットからの光束を制限する。
【０００７】
　第２の発明のカメラは、第１レンズユニットを介した光束を撮像する第１撮像部と、接
眼部と、可動ミラーと、表示部と、第１制御部と、第２制御部とを備える。接眼部は、第
１レンズユニットを介して第１撮像部に向かう光束に基づいた光学像をユーザーに提示す
る。可動ミラーは、第１レンズユニットを介した光束を第１撮像部および接眼部の一方に
選択的に導く。表示部は、第１レンズユニットとは異なる第２レンズユニットを介した光
束を第１撮像部とは異なる第２撮像部により撮像して生成された画像データに基づいて、
光学像よりも広い範囲を示した画像を表示する。第１制御部は、光学像を接眼部に導く第
１状態と、画像を接眼部に導く第２状態とを切り替える。第２制御部は、第２状態にある
ときに、第１撮像部に光束を導く位置に可動ミラーを移動させる第１モードと、絞りを絞
り込む第２モードとの一方を実行し、第１レンズユニットからの光束を制限する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、光学像よりも広い範囲を示した画像を接眼部に導く第２状態にあると
きに、第１レンズユニットからの光束を制限できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　（第１実施形態の説明）
　以下、図面を参照しつつ、第１実施形態の一眼レフレックス型電子カメラの構成を説明
する。
　図１は、第１実施形態における電子カメラの撮影機構を説明する図である。また、図２
は、第１実施形態におけるカメラ本体の正面図である。第１実施形態の電子カメラは、カ
メラ本体１１と、撮影光学系を収容したレンズユニット１２とを有している。
【００１１】
　カメラ本体１１およびレンズユニット１２には、雄雌の関係をなす一対のマウント１３
，１４がそれぞれ設けられている。レンズ側のマウント１４をバヨネット機構等でカメラ
側のマウント１３に結合することで、レンズユニット１２はカメラ本体１１に対して交換
可能に装着される。また、上記のマウント１３，１４にはそれぞれ電気接点（不図示）が
設けられている。カメラ本体１１とレンズユニット１２との接続時には、電気接点間の接
触で両者の電気的な接続が確立するようになっている。
【００１２】
　まず、レンズユニット１２の構成を説明する。レンズユニット１２は、ズームレンズ１
５と、ズームエンコーダ１５ａと、フォーカスレンズ１６と、レンズ駆動部１６ａと、絞
り１７と、絞り駆動部１７ａと、レンズマイコン１８とを有している。なお、ズームエン
コーダ１５ａ、レンズ駆動部１６ａ、絞り駆動部１７ａは、それぞれレンズマイコン１８
に接続されている。
【００１３】
　ズームレンズ１５は焦点距離を調整するためのレンズであって、ズーム環（不図示）の
操作に応じて光軸方向に前後移動可能に構成されている。また、ズームレンズ１５には、
レンズの光軸方向位置を検出するズームエンコーダ１５ａが取り付けられている。
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　フォーカスレンズ１６は合焦位置を調節するためのレンズであって、光軸方向に前後移
動可能に構成されている。レンズ駆動部１６ａはフォーカスレンズ１６をモータ（不図示
）によって駆動させるとともに、フォーカスレンズ１６の光軸方向位置をレンズマイコン
１８に出力する。
【００１４】
　絞り１７は、カメラ本体１１への入射光量を絞り羽根の開閉で調整する。絞り駆動部１
７ａは、絞り１７の開口度をモータ（不図示）によって制御する。
　レンズマイコン１８は、マウント１４の電気接点を介してカメラ本体１１との通信を行
うとともに、レンズユニット１２での各種制御を実行する。また、レンズマイコン１８は
、ＲＯＭ（不図示）に記録されたレンズデータなどをカメラ本体１１に送信する。
【００１５】
　ところで、図１に示すレンズユニット１２は一般的なズームレンズユニットの構成の一
例にすぎない。そのため、第１実施形態のカメラ本体１１には、上記のレンズユニット１
２のほかにも、例えばレンズマイコン１８を有しないレンズユニットや、単焦点レンズの
レンズユニットなどを装着することが可能である。
　次に、カメラ本体１１の撮影機構の構成を説明する。カメラ本体１１は、メインミラー
２１と、メカニカルシャッタ２２と、第１撮像素子２３と、サブミラー２４と、焦点検出
部２５と、ファインダ光学系（３２～３５）と、測光部２６と、スーパーインポーズ部（
ＳＩ部）２７と、ファインダ内モニタ２８と、交換式のレンズ２９および第２撮像素子３
０とを有している。
【００１６】
　メインミラー２１、メカニカルシャッタ２２および第１撮像素子２３は、撮影光学系の
光軸に沿って配置される。メインミラー２１の後方にはサブミラー２４が配置される。ま
た、カメラ本体１１の上部にはファインダ光学系、測光部２６、ＳＩ部２７と、ファイン
ダ内モニタ２８、レンズ２９および第２撮像素子３０が配置されている。さらに、カメラ
本体１１の下部領域には焦点検出部２５が配置されている。なお、カメラ本体１１の上部
には、閃光発光装置などを取り付けるためのホットシュー３１が設けられている。
【００１７】
　メインミラー２１は、不図示の回動軸によって回動可能に軸支されており、観察状態と
退避状態とを切り替え可能となっている。観察状態のメインミラー２１は、メカニカルシ
ャッタ２２および第１撮像素子２３の前方で傾斜配置される。この観察状態のメインミラ
ー２１は、撮影光学系を通過した光束を上方へ反射してファインダ光学系に導く。また、
メインミラー２１の中央部はハーフミラーとなっている。そして、メインミラー２１を透
過した一部の光束は、サブミラー２４によって下方に屈折されて焦点検出部２５に導かれ
る。なお、焦点検出部２５は、不図示のセパレータレンズで分割された被写体像の像ズレ
量を各々のＡＦエリア毎に検出し、いわゆる位相差検出式の焦点検出を行う。
【００１８】
　一方、退避状態のメインミラー２１は、サブミラー２４とともに上方に跳ね上げられて
撮影光路から外れた位置にある。メインミラー２１が退避状態にあるときは、撮影光学系
を通過した光束がメカニカルシャッタ２２および第１撮像素子２３に導かれる。
　ファインダ光学系は、拡散スクリーン（焦点板）３２と、コンデンサレンズ３３と、ペ
ンタプリズム３４と、接眼レンズ３５とを有している。ファインダ光学系の光学素子のう
ち、ペンタプリズム３４はカメラ本体１１の突状部１１ａの位置に収納されている。
【００１９】
　拡散スクリーン３２はメインミラー２１の上方に位置し、観察状態のメインミラー２１
で反射された光束が一旦結像する。拡散スクリーン３２上で結像した光束はコンデンサレ
ンズ３３およびペンタプリズム３４を通過し、ペンタプリズム３４の入射面に対して９０
°の角度を有する射出面に導かれる。そして、ペンタプリズム３４の射出面からの光束は
、接眼レンズ３５を介してユーザーの目に到達することとなる。なお、ペンタプリズム３
４の射出面と対向する面はハーフミラーとなっている。
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【００２０】
　測光部２６は、受光素子を二次元配列した受光面を有している。そして、測光部２６は
、拡散スクリーン３２で結像した光束の一部を受光面で再結像し、撮影光学系を通過した
光束によって撮影画面を複数に分割して測光可能となっている。なお、測光部２６は、ペ
ンタプリズム３４の近傍に配置されている。
　ＳＩ部２７は、拡散スクリーン３２に照明光を照射することで、撮影時のＡＦエリアの
位置をファインダ光学系の光学像に重畳させるスーパーインポーズ表示（ＳＩ表示）を行
う。
【００２１】
　ファインダ内モニタ２８は、ペンタプリズム３４のハーフミラー面（射出面と対向した
面）に相対して配置されている。ファインダ内モニタ２８には後述の視野確認画像などが
表示される。
　レンズ２９は、カメラ本体１１の外部に露呈するとともに、カメラ本体１１のレンズ取
付部２９ａに対して交換可能に装着される。また、第２撮像素子３０はレンズ２９を介し
て被写体を直接撮影する。第２撮像素子３０では、レンズユニット１２を通過した光束で
撮影を行う第１撮像素子２３とは異なる光路から被写体を撮影することができる。なお、
レンズ２９の画角は、レンズユニット１２の画角よりも広角となるように設定されている
。
【００２２】
　また、第１実施形態のレンズ２９および第２撮像素子３０は、カメラ本体１１の突状部
１１ａに収納されている。図２に示すように、カメラ本体１１の突状部１１ａは、カメラ
本体１１の上面側の略中程の位置にあって、カメラ本体１１の上方に向けて突出した形状
に形成されている。すなわち、レンズ２９および第２撮像素子３０の位置はカメラ本体１
１のマウント１３の位置から離れているので、レンズユニット１２の鏡筒で被写体からの
光束が遮られてケラレが生じるおそれは少なくなる。
【００２３】
　ここで、第１実施形態では、光学的なズーム機能とＡＦ機能を有するレンズ２９がレン
ズ取付部２９ａに装着された例を前提として以下の説明を行う。なお、レンズ２９でのズ
ーム機構およびＡＦ機構は、レンズユニット１２の場合と基本的に共通するため重複説明
は省略する。また、図１では簡単のためレンズ２９は１枚のレンズとして示す。
　次に、電子カメラの回路構成を説明する。図３は、第１実施形態のカメラ本体のブロッ
ク図である。カメラ本体１１は、焦点検出部２５、測光部２６、ＳＩ部２７、ファインダ
内モニタ２８に加えて、第１撮像部４１と、第２撮像部４２、メモリ４３と、記録Ｉ／Ｆ
４４と、表示Ｉ／Ｆ４５と、メインモニタ４６と、外部Ｉ／Ｆ４７と、操作部４８と、電
力供給部４９と、ＣＰＵ５０およびシステムバス５１とを有している。ここで、第１撮像
部４１、メモリ４３、記録Ｉ／Ｆ４４、表示Ｉ／Ｆ４５、外部Ｉ／Ｆ４７およびＣＰＵ５
０はシステムバス５１を介して接続されている。なお、ＣＰＵ５０は、マウント１３の電
気接点およびホットシュー３１の電気接点とも接続されている（図３ではこれらの図示は
省略する）。
【００２４】
　第１撮像部４１は、第１撮像素子２３と、第１アナログ処理部４１ａと、第１デジタル
処理部４１ｂとを有している。
　第１撮像素子２３は、記録用画像である本画像を生成するためのセンサである。この第
１撮像素子２３は、レリーズ時にレンズユニット１２を通過した光束を光電変換して本画
像のアナログ画像信号を出力する。第１撮像素子２３の出力信号は第１アナログ処理部４
１ａに入力される。なお、第１撮像素子２３は、撮影待機時（非レリーズ時）に所定間隔
毎に間引き読み出しでスルー画像を出力することもできる。そのため、メインミラー２１
が退避位置にある場合には、ＣＰＵ５０が第１撮像素子２３のスルー画像によって撮影条
件を決定することも可能である。
【００２５】
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　第１アナログ処理部４１ａは、ＣＤＳ回路、ゲイン回路、Ａ／Ｄ変換回路などを有する
アナログフロントエンド回路である。ＣＤＳ回路は、相関二重サンプリングによって第１
撮像素子２３の出力のノイズ成分を低減する。ゲイン回路は入力信号の利得を増幅して出
力する。このゲイン回路では、ＩＳＯ感度に相当する撮像感度の調整を行うことができる
。Ａ／Ｄ変換回路は第１撮像素子２３の出力信号のＡ／Ｄ変換を行う。なお、図３では、
第１アナログ処理部４１ａの各々の回路の図示は省略する。
【００２６】
　第１デジタル処理部４１ｂは、第１アナログ処理部４１ａの出力信号に対して各種の画
像処理（欠陥画素補正、色補間、階調変換処理、ホワイトバランス調整、エッジ強調など
）を実行して本画像のデータを生成する。また、第１デジタル処理部４１ａは、本画像の
データの圧縮伸長処理なども実行する。この第１デジタル処理部４１ａはシステムバス５
１と接続されている。
【００２７】
　第２撮像部４２は、第２撮像素子３０と、第２アナログ処理部４２ａと、第２デジタル
処理部４２ｂとを有している。なお、第２撮像部４２の構成は第１撮像部４１の構成にほ
ぼ対応するので、両者の重複部分については説明を一部省略する。
　第２撮像素子３０は、ビューファインダ用の視野確認画像を撮影する。第２撮像素子３
０は、レンズ２９を通過して結像した被写体像を所定間隔毎に光電変換してスルー画像（
視野確認画像）を出力する。第２撮像素子３０の出力信号は、第２アナログ処理部４２ａ
に入力される。
【００２８】
　第２アナログ処理部４２ａは、ＣＤＳ回路、ゲイン回路、Ａ／Ｄ変換回路などを有する
アナログフロントエンド回路である。第２デジタル処理部４２ｂは、スルー画像の色補間
処理などを実行する。なお、第２デジタル処理部４２ｂから出力されたスルー画像のデー
タはＣＰＵ５０に入力される。
　メモリ４３は、第１デジタル処理部４１ｂによる画像処理の前工程や後工程などで本画
像のデータを一時的に記録するためのバッファメモリである。
【００２９】
　記録Ｉ／Ｆ４４には記録媒体５２を接続するためのコネクタが形成されている。そして
、記録Ｉ／Ｆ４４は、コネクタに接続された記録媒体５２に対して撮影画像のデータの書
き込み／読み込みを実行する。上記の記録媒体５２は、ハードディスクや、半導体メモリ
を内蔵したメモリカードなどで構成される。なお、図３では記録媒体５２の一例としてメ
モリカードを図示する。
【００３０】
　表示Ｉ／Ｆ４５は、ＣＰＵ５０の指示に基づいてメインモニタ４６の表示を制御する。
メインモニタ４６は、例えばカメラ本体１１の背面部などに配置される。メインモニタ４
６は、ＣＰＵ５０および表示Ｉ／Ｆ４５の指示に応じて各種の画像を表示する。例えば、
メインモニタ４６には、本画像の再生画像やＧＵＩ(Graphical User Interface)形式の入
力が可能なメニュー画面などを表示できる（上記の各画像の図示は省略する）。
【００３１】
　外部Ｉ／Ｆ４７は、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）などのシリアル通信規格の接続端
子を有している。そして、外部Ｉ／Ｆ４７は、接続端子を介して接続されたコンピュータ
などとのデータ送受信を上記の通信規格に準拠して制御する。
　操作部４８は、ユーザーの操作を受け付ける複数のスイッチを有している。例えば、操
作部４８は、レリーズ釦４８ａと、モードダイヤル４８ｂと、ワイドプレビュー釦４８ｃ
と、絞りプレビュー釦４８ｄと、ズームスイッチ４８ｅとを有している。
【００３２】
　レリーズ釦４８ａは、撮影前のＡＦ動作開始の指示入力と撮影時の露光動作開始の指示
入力とをユーザーから受け付ける。モードダイヤル４８ｂは、撮影モードの切替入力をユ
ーザーから受け付ける。ワイドプレビュー釦４８ｃは、ファインダ光学系による光学像の
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ファインダ表示と、ファインダ内モニタ２８による視野確認画像の表示（ワイドプレビュ
ー表示）との切替操作をユーザーから受け付ける。絞りプレビュー釦４８ｄは、被写界深
度の範囲を確認するための確認入力をユーザーから受け付ける。この確認入力があったと
きには絞り１７が絞り込まれ、ユーザーはファインダ光学系で被写界深度の範囲を確認す
ることができる。ズームスイッチ４８ｅは、視野確認画像の倍率を光学的または電子的に
拡大／縮小する操作をユーザーから受け付ける。
【００３３】
　電力供給部４９は不図示のバッテリーの電力をカメラ本体１１の各部に供給する。また
、電力供給部４９は、バッテリーの電圧に基づいてバッテリーの残量を検知する。
　ＣＰＵ５０は電子カメラの各部の統括的な制御を行う。また、ＣＰＵ５０は、不図示の
ＲＯＭに格納されたプログラムによって、シーケンス制御部５０ａ、撮影設定部５０ｂ、
表示処理部５０ｃ、顔検出部５０ｄとして機能する。
【００３４】
　シーケンス制御部５０ａは、レンズユニット１２、メインミラー２１、メカニカルシャ
ッタ２２、第１撮像部４１、第２撮像部４２などの動作の制御などを実行する。また、シ
ーケンス制御部５０ａは、ワイドプレビュー釦４８ｃの操作に伴って、ファインダ光学系
によるファインダ表示と、ワイドプレビュー表示とを切り替える制御を実行する。なお、
シーケンス制御部５０ａは、外付けの閃光発光装置（不図示）の発光制御を行う発光制御
部としても機能する。
【００３５】
　撮影設定部５０ｂは、オートフォーカス（ＡＦ）を行うとともに、自動露出（ＡＥ）演
算、オートホワイトバランス（ＡＷＢ）演算などを実行し、第１撮像部４１の撮影条件の
各種パラメータ（露光時間、絞り値、撮像感度など）を決定する。また、撮影設定部５０
ｂは、第２撮像部４２のＡＦ、ＡＥ、ＡＷＢに関する処理も負担する。
　より具体的には、撮影設定部５０ｂは、焦点検出部２５の像ズレ量に基づいて、フォー
カスレンズ１６のデフォーカス量（合焦位置からのズレ量およびズレ方向）をＡＦエリア
毎に演算する。また、撮影設定部５０ｂは、測光部２６の出力に基づいてＡＥ演算および
ＡＷＢ演算を実行する。なお、撮影設定部５０ｂは、第１撮像素子２３または第２撮像素
子３０のスルー画像のデータに基づいて、ＡＦ、ＡＥおよびＡＷＢの各演算を実行するこ
ともできる。
【００３６】
　表示処理部５０ｃは、第２撮像部４２のスルー画像のデータに対して各種の画像処理を
行う。なお、表示処理部５０ｃから出力された視野確認画像はファインダ内モニタ２８に
表示される。
　顔検出部５０ｄは、第２撮像部４２のスルー画像のデータに対して公知の顔検出処理を
施して、視野確認画像に含まれる被写体の顔領域を検出する。例えば、顔検出部５０ｄは
、特開２００１－１６５７３号公報などに記載された顔の特徴点の抽出処理によって顔領
域を抽出する。上記の特徴点としては、例えば、眉、目、鼻、唇の各端点、顔の輪郭点、
頭頂点や顎の下端点などが挙げられる。あるいは特開平８－６３５９７号公報のように、
顔検出部５０ｄは被写体の色情報に基いて肌色領域の輪郭を抽出し、さらに予め用意され
た顔部品のテンプレートとのマッチングを行って顔を検出してもよい。
【００３７】
　以下、図４の流れ図を参照しつつ、第１実施形態でのワイドプレビュー表示に関する電
子カメラの動作を説明する。
　ステップ１０１：ユーザーがカメラ本体１１の電源を投入すると、ＣＰＵ５０は第２撮
像素子３０に電力の供給を開始する。このＳ１０１の段階ではメインミラー２１は観察位
置にある。そのため、ユーザーは、レンズユニット１２を通過した光束による被写体像を
接眼レンズ３５から観察できる。なお、図５にファインダ光学系における被写体の光学像
の表示状態を示す。
【００３８】
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　ステップ１０２：ＣＰＵ５０はワイドプレビュー釦４８ｃが押圧されているか否かを判
定する。ワイドプレビュー釦４８ｃが押圧されている場合（ＹＥＳ側）にはＳ１０３に移
行する。一方、ワイドプレビュー釦４８ｃが押圧されていない場合（ＮＯ側）にはＳ１２
３に移行する。
　ステップ１０３：ＣＰＵ５０は、ワイドプレビュー釦４８ｃの押圧のときにＳＩ部２７
がＡＦエリアのＳＩ表示を行っているか否かを判定する。ＳＩ表示が行われている場合（
ＹＥＳ側）にはＳ１０４に移行する。一方、ＳＩ表示が行なわれていない場合（ＮＯ側）
にはＳ１０５に移行する。
【００３９】
　ステップ１０４：ＣＰＵ５０は、ＳＩ部２７に対してＳＩ表示の停止を指示する。ワイ
ドプレビュー表示ではファインダ光学系による光学像は表示されず、ＳＩ表示の必要がな
いためである。
　ステップ１０５：ＣＰＵ５０は撮影条件の設定動作を行う。具体的には、ＣＰＵ５０は
焦点検出部２５の出力に基づいてＡＦを実行する。また、ＣＰＵ５０は、測光部２６の出
力に基づいてＡＥ演算およびＡＷＢ演算を実行する。なお、Ｓ１０５ではＳＩ部２７によ
るＡＦエリアのＳＩ表示は行われない。
【００４０】
　ステップ１０６：ＣＰＵ５０はワイドプレビュー判定制御を実行し、ワイドプレビュー
表示が禁止される状況か否かを判定する。
　具体的には、（１）閃光発光装置による発光を撮影時に行う場合、（２）被写界の輝度
が閾値以下の場合、のいずれかの条件に該当するときに、ＣＰＵ５０はワイドプレビュー
表示を禁止するフラグをオンに設定する。
【００４１】
　ステップ１０７：ＣＰＵ５０は、ワイドプレビュー判定制御（Ｓ１０６）においてワイ
ドプレビュー表示を禁止するフラグがオンに設定されたか否かを判定する。ワイドプレビ
ュー表示が禁止される場合（ＹＥＳ側）にはＳ１２３に移行する。一方、ワイドプレビュ
ー表示が許容される場合（ＮＯ側）にはＳ１０８に移行する。
　ステップ１０８：ＣＰＵ５０は、ワイドプレビュー表示の開始に先立って、焦点検出部
２５および測光部２６の動作を停止する。ワイドプレビュー表示のときには、後述の遮光
動作によって焦点検出部２５および測光部２６が機能できなくなるためである。
【００４２】
　ステップ１０９：ＣＰＵ５０は、レンズユニット１２からファインダ光学系への入射光
をカットする遮光動作を実行する。なお、遮光動作の詳細な説明は図８を用いて後述する
。
　ステップ１１０：ＣＰＵ５０は、レンズユニット１２からレンズ情報（ズームレンズ１
５およびフォーカスレンズ１６のレンズ位置など）を取得する。
【００４３】
　ステップ１１１：ＣＰＵ５０は、Ｓ１１０のレンズ情報のうち、フォーカスレンズ１６
のレンズ位置に基づいてレンズ２９のＡＦを実行する。なお、レンズ２９がパンフォーカ
スであってＡＦ機能を有しない場合にはＳ１１１の工程は省略される。
　ステップ１１２：ＣＰＵ５０は、Ｓ１０５で取得した撮影条件に基づいて、第２撮像部
４２のＡＥ、ＡＷＢの初期設定を行う。なお、第２撮像部４２の撮影開始後は、ＣＰＵ５
０は第２撮像部４２のスルー画像のデータに基づいて第２撮像部４２のＡＥ、ＡＷＢのパ
ラメータを調整する。
【００４４】
　ステップ１１３：ＣＰＵ５０は、第２撮像部４２の第２撮像素子３０によって視野確認
画像を撮影する。そして、第２撮像部４２は視野確認画像のデータをＣＰＵ５０に出力す
る。
　ステップ１１４：ＣＰＵ５０の表示処理部５０ｃは、ファインダ内モニタ２８に視野確
認画像（Ｓ１１３）を表示する。レンズ２９の画角はレンズユニット１２の画角よりも広
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角であるので、ファインダ光学系の光学像よりも視野確認画像の方が広い範囲の被写体を
表示できる。また、図６において、図５のシーンに対応する視野確認画像の表示の一例を
示す。
【００４５】
　ここで、ワイドプレビュー表示のときのカメラ本体１１の状態を図７に示す。ワイドプ
レビュー表示のときには、レンズユニット１２からファインダ光学系への入射光が遮光動
作（Ｓ１０９）でカットされているため、ユーザーはファインダ内モニタ２８の視野確認
画像（Ｓ１１３）のみを接眼レンズ３５から観察することができる。したがって、ユーザ
ーは接眼レンズ３５から目を外すことなく、ファインダ光学系よりも広角の視野確認画像
で被写界を観察できる。なお、図７では、遮光動作時にメインミラー２１を退避位置に移
動させて遮光状態とした例を示している。
【００４６】
　また、表示処理部５０ｃは、視野確認画像上で第１撮像部４１の画角の範囲を示す表示
処理を実行する。例えば、表示処理部５０ｃは、レンズ情報（Ｓ１１０）とレンズ２９の
ズーム位置のデータに基づいて、視野確認画像における第１撮像部４１の画角の範囲を演
算する。そして、表示処理部５０ｃは、ファインダ内モニタ２８の視野確認画像に上記の
画角の範囲を示す枠をオンスクリーン機能で重畳表示する（図６参照）。この場合には、
ユーザーは第１撮像部４１の撮影範囲も視野確認画像から把握できる。
【００４７】
　なお、Ｓ１１４でのＣＰＵ５０は、ユーザーのズームスイッチ４８ｅの操作に応じて、
レンズ２９のズーミングや、表示処理部５０ｃによる視野確認画像の電子ズームを実行す
ることができる。
　ステップ１１５：ＣＰＵ５０は、レンズユニット１２のズームレンズ１５のレンズ位置
に変化があったか（レンズユニット１２がズーミングされたか）否かを判定する。レンズ
ユニット１２のズーミングでレンズ位置に変化があった場合（ＹＥＳ側）にはＳ１１６に
移行する。一方、レンズ位置に変化のない場合（ＮＯ側）にはＳ１１７に移行する。
【００４８】
　ステップ１１６：ＣＰＵ５０は、ズームレンズ１５のレンズ位置に関するレンズ情報を
レンズユニット１２から再取得する。そして、ＣＰＵ５０はＳ１１３に戻って上記動作を
繰り返す。これにより、Ｓ１１４の表示処理では、ズームレンズ１５のズーミングによる
画角の変更を反映した枠表示を表示処理部５０ｃが実行できる。
　ステップ１１７：ＣＰＵ５０は、レリーズ釦４８ａの押圧による撮影指示があるか否か
を判定する。撮影指示がある場合（ＹＥＳ側）にはＳ１１８に移行する。一方、撮影指示
がない場合（ＮＯ側）にはＳ１１９に移行する。
【００４９】
　ステップ１１８：ＣＰＵ５０は本画像の撮影処理を実行し、第１撮像部４１の第１撮像
素子２３によって本画像を撮影する。その後、第１撮像部４１が本画像の画像データを生
成し、ＣＰＵ５０は本画像の画像データを記録媒体５２に記録する。
　ここで、Ｓ１１８の本画像の撮影処理では、ＣＰＵ５０はワイドプレビュー表示および
遮光動作による遮光状態を一旦解除するとともに、焦点検出部２５および測光部２６を動
作させて撮影前に撮影条件を再設定する。そして、ＣＰＵ５０は撮影直前に再設定された
撮影条件に基づいて本画像を撮影する。この場合には、ＣＰＵ５０は撮影終了後にワイド
プレビュー表示を再開する。
【００５０】
　なお、ＣＰＵ５０はＳ１０５の撮影条件に基づいて、遮光動作の状態を解除することな
く本画像を撮影してもよい。この場合には、撮影条件の再設定の動作を省略できるので、
被写体をより迅速に撮影できる。
　ステップ１１９：ＣＰＵ５０は、ワイドプレビュー釦４８ｃの押圧が解除されたか否か
を判定する。ワイドプレビュー釦４８ｃの押圧が解除された場合（ＹＥＳ側）にはＳ１２
０に移行する。一方、ワイドプレビュー釦４８ｃが押圧されている場合（ＮＯ側）には、
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ＣＰＵ５０はＳ１１３に戻ってワイドプレビュー表示を継続する。すなわち、ワイドプレ
ビュー釦４８ｃが押圧された状態では、ＣＰＵ５０はファインダ内モニタ２８に視野確認
画像を動画表示し続ける。
【００５１】
　ステップ１２０：ＣＰＵ５０は、第２撮像部４２での視野確認画像の撮影を停止すると
ともに、ファインダ内モニタ２８を消灯する。
　ステップ１２１：ＣＰＵ５０は遮光動作による遮光状態を解除する。これにより、ユー
ザーはレンズユニット１２を通過した光束による被写体像を接眼レンズ３５から再び観察
できるようになる。
【００５２】
　ステップ１２２：ＣＰＵ５０は、焦点検出部２５および測光部２６の動作を再開する。
また、ＣＰＵ５０はＳＩ部２７に対してＳＩ表示の再開を指示する。
　ステップ１２３：ＣＰＵ５０はカメラ本体１１の電源をオフにする操作があったか否か
を判定する。上記操作があった場合（ＹＥＳ側）にはＳ１２４に移行する。一方、上記操
作がない場合（ＮＯ側）には、ＣＰＵ５０はＳ１０２に戻って上記動作を繰り返す。
【００５３】
　ステップ１２４：ＣＰＵ５０は第２撮像素子３０への電力の供給を停止する。以上で、
図４の流れ図による動作説明を終了する。
　次に、図８の流れ図を参照しつつ、上記の遮光動作（Ｓ１０９）を具体的に説明する。
　ステップ２０１：ＣＰＵ５０は、Ｓ１０５において測光部２６から取得した被写界の輝
度値が閾値以上か否かを判定する。輝度値が閾値以上の場合（ＹＥＳ側）にはＳ２０２に
移行する。一方、輝度値が閾値未満の場合（ＮＯ側）にはＳ２０３に移行する。
【００５４】
　ステップ２０２：ＣＰＵ５０はメインミラー２１を観察位置から退避位置に移動させて
、レンズユニット１２からファインダ光学系への入射光をカットする。その後、ＣＰＵ５
０は図４のＳ１１０に復帰する。これにより、ユーザーは接眼レンズ３５からファインダ
内モニタ２８の表示のみを視認できるようになる。
　ステップ２０３：ＣＰＵ５０はレンズユニット１２の絞り１７を絞り込む制御を実行す
る。その後、ＣＰＵ５０は図４のＳ１１０に復帰する。Ｓ２０３の場合には被写界の輝度
が十分低いので、絞り値を小さくすることでもファインダ光学系への入射光を大幅に抑制
することができる。そのため、ユーザーは接眼レンズ３５からファインダ内モニタ２８の
表示を明確に視認できる。
【００５５】
　以下、第１実施形態の効果を述べる。第１実施形態の電子カメラは、第２撮影部４２に
よって第１撮影部４１と異なる光路から視野確認画像を撮影するとともに、ファインダ内
モニタ２８によって視野確認画像を接眼レンズ３５から観察可能に表示する。したがって
、ユーザーは接眼レンズ３５から目を離すことなく、ファインダ光学系による光学像と、
第２撮像部４２による視野確認画像とを状況に応じて選択的に観察できる。
【００５６】
　特に画角の狭い望遠レンズをカメラ本体１１に装着した場合にはファインダ光学系によ
る光学像の視野は狭くなるが、この場合にもユーザーは広角の視野確認画像で被写界の状
況を的確に把握できる。したがって、例えばスポーツ撮影などで移動する被写体を望遠撮
影する状況においても、ユーザーは被写体を比較的容易に追尾でき、シャッタチャンスを
逃すおそれも少なくなる。
【００５７】
　また、第１実施形態の電子カメラは、視野確認画像の表示に先立って、メインミラー２
１のミラーアップまたは絞り１７の絞り込みによる遮光動作を実行する。そのため、ユー
ザーが視野確認画像を視認するときに撮影光学系からの光束が妨げになることはない。な
お、絞り１７の絞り込みで遮光動作を行う場合には、メインミラー２１のミラーアップよ
りも迅速に遮光状態にできる点で有利である。
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【００５８】
　（第１実施形態の変形例）
　第１実施形態では、ＣＰＵ５０が被写界の輝度に応じてメインミラー２１のミラーアッ
プまたは絞り１７の絞り込みの一方を選択する例を説明した。しかし、上記実施形態にお
いて、ＣＰＵ５０はメニュー画面などでの設定に基づいて遮光動作の内容を決定してもよ
い。例えば、ミラーアップによる遮光動作のモードがメニュー画面で選択された場合には
、ＣＰＵ５０はＳ１０９の遮光動作で常にメインミラー２１を退避位置に移動させる。同
様に、絞りによる遮光動作のモードがメニュー画面で選択された場合には、ＣＰＵ５０は
Ｓ１０９の遮光動作で常に絞り１７を絞り込む。この場合には、遮光動作についてもユー
ザーの意図を反映させることが可能である。
【００５９】
　また、上記実施形態において、カメラ本体１１がミラーアップによる遮光動作または絞
りによる遮光動作のいずれか一方のみしか実行できないものであってもよい。
　（第２実施形態の説明）
　図９は、第２実施形態における電子カメラの撮影機構を説明する図である。ここで、以
下の実施形態の説明では、第１実施形態と共通するカメラの構成要素については同一符号
を付して重複説明を省略する。
【００６０】
　第２実施形態は第１実施形態の変形例であって、フラッシュ撮影用の発光部５３を収納
する可動部材５４に第２撮像部４２を取り付けた例を示す。可動部材５４の基端側は、回
動軸（不図示）によってカメラ本体１１に軸支されている。そして、可動部材５４は、カ
メラ本体１１に対して回動して第１位置と第２位置とを切り替えることができる。
　可動部材５４が第１位置にあるときには、カメラ本体１１に可動部材５４が収納されて
、可動部材５４がカメラ本体１１の表面の一部を構成する。一方、可動部材５４が第２位
置にあるときには、第２撮像部４２および発光部５３を取り付けた可動部材５４の先端側
がカメラ本体１１から突出した状態となる（図１０参照）。したがって、可動部材５４が
第２位置にあるときには、発光部５３の発光による被写体の照射や、第２撮像部４２によ
る視野確認画像の撮影が可能となる。ここで、第２撮像部４２のレンズ２９と発光部５３
とは、可動部材５４の先端側において並べて配置されている。
【００６１】
　上記第２実施形態では第１実施形態とほぼ同様の効果に加えて、第２撮像部４２の撮影
位置をレンズユニット１２の光軸から大きく離すことができる。そのため、第１実施形態
の場合よりも、レンズユニット１２の鏡筒で視野確認画像がケラレるおそれを小さくする
ことができる。また、第２実施形態では、可動部材５４の移動によって第２撮像部４２を
非使用時にカメラ本体１１に収納できるので、カメラ本体１１のデザイン性や機能性を高
めることができる。
【００６２】
　（第３実施形態の説明）
　図１１は、第３実施形態における電子カメラシステムの撮影機構を説明する図である。
また、図１２は、第３実施形態における電子カメラシステムのブロック図である。第３実
施形態では、視野確認画像を撮影するカメラユニット５５をカメラ本体１１に外付けして
カメラシステムを構成する例を示す。
【００６３】
　第３実施形態のカメラシステムは、カメラ本体１１と、カメラユニット５５とを有して
いる。第３実施形態でのカメラ本体１１は、レンズ取付部２９ａおよび第２撮像部４２を
有していない点を除いて、第１実施形態のカメラ本体１１と構成がほぼ共通する。カメラ
本体１１は外部Ｉ／Ｆ４７を介してカメラユニット５５との通信を実行する。なお、第３
実施形態では、カメラ本体１１のホットシュー３１にカメラユニット５５が装着される。
【００６４】
　一方、図１１に示すように、カメラユニット５５は、ホットシュー３１と係合する取付
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部５６と、レンズ５７およびレンズ取付部５７ａと、位置調節部５８とを有している。レ
ンズ５７およびレンズ取付部５７ａは、カメラユニット５５の本体部分５５ａに装着され
る。また、レンズ５７はレンズ取付部５７ａに対して着脱可能であって、レンズ取付部５
７ａには種々の交換レンズを取り付けることができる。なお、上記のレンズ５７およびレ
ンズ取付部５７ａの構成は、第１実施形態のレンズ２９およびレンズ取付部２９ａの構成
とほぼ共通する。
【００６５】
　位置調節部５８は、底面部に取付部５６を有する台座状の部材であって、カメラユニッ
ト５５の本体部分５５ａをカメラシステムの高さ方向（図中の上下方向）に摺動可能に支
持している。この位置調整部５８は、ユーザーはカメラユニット５５のレンズ５７の光軸
から取付部５６までの距離を調整する役目を果たす。したがって、機種の異なるカメラ本
体１１に対してカメラユニット５５を取り付けても、撮影光学系の光軸とレンズ５７の光
軸との距離を位置調整部５８で調整してカメラユニット５５の視差を調整できるので、カ
メラユニット５５の互換性を高めることができる。また、ユーザーが位置調節部５８によ
ってレンズ５７の光軸位置を調整することで、レンズユニット１２の鏡筒による視野確認
画像のケラレを防止することもできる。
【００６６】
　また、図１２に示すように、カメラユニット５５は、撮像部５９と、ＣＰＵ６０と、通
信部６１とを有している。撮像部５９は、撮像素子５９ａ、アナログ処理部５９ｂ、デジ
タル処理部５９ｃを有している。撮像素子５９ａは、レンズ５７を通過して結像した被写
体像を所定間隔毎に光電変換してスルー画像（視野確認画像）を出力する。撮像素子５９
ａの出力信号は、アナログ処理部５９ｂに入力される。アナログ処理部５９ｂは、ＣＤＳ
回路、ゲイン回路、Ａ／Ｄ変換回路などを有するアナログフロントエンド回路である。デ
ジタル処理部５９ｃは、スルー画像の色補間処理などを実行する。
【００６７】
　ＣＰＵ６０は、カメラ本体１１からの指示に基づいてカメラユニット５５の各部を制御
する。
　通信部６１は、外部Ｉ／Ｆ４７とケーブル６２を介して接続されている。通信部６１は
カメラ本体１１からの指示を受信するとともに、カメラ本体１１に対して視野確認画像の
データを送信する。
【００６８】
　この第３実施形態のカメラシステムによるワイドプレビュー表示の動作については、第
２撮像部４２の動作をカメラユニット５５が実行する点を除いては、第１実施形態の場合
とほぼ共通するので詳細な説明は省略する。
　この上記第３実施形態のカメラシステムによっても、第１実施形態とほぼ同様の効果を
得ることができる。
【００６９】
　（実施形態の補足事項）
　上記実施形態では一眼レフレックス型の電子カメラに関する例を主に説明したが、被写
体像をフイルムで露光して本画像を撮影する銀塩カメラにも本発明を適用することができ
る。また、上記実施形態では、視野確認画像を撮影するレンズ２９，５７は、カメラ本体
１１またはカメラユニット５５に対して交換不能であってもよい。
【００７０】
　なお、本発明は、その精神またはその主要な特徴から逸脱することなく他の様々な形で
実施することができる。そのため、上述した実施形態は、あらゆる点で単なる例示に過ぎ
ず、限定的に解釈してはならない。本発明は、特許請求の範囲によって示されるものであ
って、本発明は明細書本文にはなんら拘束されない。さらに、特許請求の範囲の均等範囲
に属する変形や変更は、全て本発明の範囲内である。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
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【図１】第１実施形態における電子カメラの撮影機構の説明図
【図２】第１実施形態におけるカメラ本体の正面図
【図３】第１実施形態におけるカメラ本体のブロック図
【図４】第１実施形態でのワイドプレビュー表示に関する電子カメラの動作を示す流れ図
【図５】ファインダ光学系における被写体の光学像の表示状態を示す図
【図６】ワイドプレビュー表示での視野確認画像の一例を示す図
【図７】ワイドプレビュー表示のときのカメラ本体の状態を示す図
【図８】図４のＳ１０９の遮光動作を説明する流れ図
【図９】第２実施形態における電子カメラの撮影機構の説明図
【図１０】可動部材が第２位置にある状態を示す斜視図
【図１１】第３実施形態における電子カメラシステムの撮影機構の説明図
【図１２】第３実施形態における電子カメラシステムのブロック図
【符号の説明】
【００７２】
１１…カメラ本体、１２…レンズユニット、１７…絞り、２１…メインミラー、２３…第
１撮像素子、２８…ファインダ内モニタ、２９…レンズ、３０…第２撮像素子、３２…拡
散スクリーン（焦点板）、３３…コンデンサレンズ、３４…ペンタプリズム、３５…接眼
レンズ、４１…第１撮像部、４２…第２撮像部、４７…外部Ｉ／Ｆ、５０…ＣＰＵ、５５
…カメラユニット、５６…取付部、５７…レンズ、５７ａ…レンズ取付部、５８…位置調
節部、５９…撮像部、６１…通信部
                                                                                

【図１】 【図２】



(14) JP 5386776 B2 2014.1.15

【図３】 【図４】
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【図７】
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